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テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン〈概要〉
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テレワークの対象業
務

〇一般にテレワークを実施することが難しい業
種・職種であっても個別の業務によっては実施で
きる場合があり、管理職側の意識を変えることや、
業務遂行の方法の見直しを検討することが望まし
いこと。
〇この際、オフィスに出勤する労働者のみに業務
が偏らないよう、留意すること。

テレワークの対象者
等

〇テレワークの対象者を選定するに当たっては、
正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用
形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者か
ら除外することのないよう留意すること。
〇特に新入社員、中途採用の社員及び異動直後の
社員は、コミュニケーションの円滑化に特段の配
慮をすることが望ましいこと。

〇 テレワーク導入に際しての留意点

〇 労務管理上の留意点

テレワークにおける
人事評価制度

〇時間外等のメール等に対応しなかったことを理
由として不利益な人事評価を行うことは適切な人
事評価とはいえないこと。

〇テレワークを行う場合の評価方法を、オフィス
での勤務の場合の評価方法と区別する際には、誰
もがテレワークを行えるようにすることを妨げな
いように工夫を行うことが望ましいこと。
〇（例えば）オフィスに出勤している労働者を高
く評価すること等も、労働者がテレワークを行お
うとすることの妨げになるものであり、適切とは
いえないこと。

テレワークに要す
る費用負担の取り
扱い

〇テレワークを行うことによって労働者に過度
の負担が生じることは望ましくないこと。
〇個々の企業ごとに業務内容、物品の貸与状況
等は様々であるため、あらかじめ労使で十分に
話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定
め、規則等に規定しておくことが望ましいこと。

テレワーク状況下
における人材育
成・テレワークを
効果的に実施する
ための人材育成

〇テレワークを導入した初期あるいは機材を新
規導入したとき等には、必要な研修等を行うこ
とが有用であること。
〇労働者が自律的に働くことができるよう、管
理職による適切なマネジメントが重要であり、
管理職のマネジメント能力向上に取り組むこと
が有用であること。

〇 労働基準関係法令の適用

労働基準法上の労働者については、テレワークを行う場合において
も、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険
法等の労働基準関係法令が適用される。

平成30 年２月に策定した「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」について、厚生労働省における「こ
れからのテレワークでの働き方に関する検討会」の議論、成長戦略会議及び規制改革推進会議の内容を踏まえ、「テレワークの適切な導入及び実施
の推進のためのガイドライン」へと改定。労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点等についてお示ししたもの。

テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策
定したテレワークのルールを就業規則に定め、労働者に適切に周知す
ることが望ましいこと。

〇 テレワークのルールの策定と周知
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労働条件の明示
（労基法第15条）

労基法15条に定める、書面による労働条件明示
の事項として、自宅やサテライトオフィス等テレ
ワークを行う場所を明示する必要がある。

様々な労働時間制度
の活用

〇労働基準法上の全ての労働時間制度でテレワー
クが実施可能。このため、導入に際して労働時間
制度を変更いただくということは、必ずしも必要
でなく、テレワーク導入前に採用している労働時
間制度を維持したまま、テレワークを行うことが
可能。

〇フレックスタイム制などを除く通常の労働時間
制度では、あらかじめ定まった始業及び終業の時
刻や所定労働時間があるが、必ずしも一律の時間
に労働する必要がないときには、テレワークを行
う労働者ごとに自由度を認めることも考えられる。

【フレックスタイム制】
〇フレックスタイム制は、労働者が始業及び終業
の時刻を決定することができる制度であり、テレ
ワークになじみやすい。
【事業場外みなし労働時間制】
〇事業場外みなし労働時間制は、労働者が事業場
外で業務に従事した場合において、労働時間を算
定することが困難なときに適用される制度であり、
テレワークにおいて一定程度自由な働き方をする
労働者にとって、柔軟にテレワークを行うことが
可能となる。
（要件） ①情報通信機器が、使用者の指示によ

り常時通信可能な状態におくこととさ
れていないこと。
⓶随時使用者の具体的な指示に基づい
て業務を行っていないこと。

中抜け時間 中抜け時間について、休憩時間として取り扱い
終業時刻を繰り下げたり、時間単位の年次有給休
暇として取り扱うことも可能。

〇 テレワークにおける安全衛生の確保

〇テレワークでは、労働者が上司等とコミュニケーションを取りにくい
、上司等が労働者の心身の変調に気づきにくいという状況となる場合が
多く、事業者は、「テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するため
のチェックリスト（事業者用）」を活用する等により、健康相談体制の
整備や、コミュニケーションの活性化のための措置を実施することが望
ましい。
〇「自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチ
ェックリスト（労働者用）」を活用すること等により、作業環境に関す
る状況の報告を求めることが望ましい。

〇 テレワークにおける労働災害の補償

テレワークにおける災害は、業務上の災害として労災保険給付の対象
となる。

〇 テレワークの際のハラスメントへの対応

事業主は、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメ
ント等（以下「ハラスメント」という。）の防止のための雇用管理上の
措置を講じることが義務づけられており、 テレワークの際にも、オフィ
スに出勤する働き方の場合と同様に、関係法令・関係指針に基づき、ハ
ラスメントを行ってはならない旨を労働者に周知啓発する等、ハラスメ
ントの防止対策を十分に講じる必要がある。

厚生労働省HP「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」より作成

長時間労働対策 テレワークによる長時間労働等を防ぐ手法とし
て、次のような手法が考えられる。
・時間外のメール送付の抑制等やシステムへのア
クセス制限等
・労使の合意により、時間外労働が可能な時間帯
や時間数をあらかじめ使用者が設定する

〇 労働基準法の適用に関する留意点
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